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１  監 査 を 実 施 し た 監 査 委 員 名  

  吉  井  忠  夫  

  髙  田  幸  男  

  山  内  弘  一  

  海 老 原  久  恵  

 

２  監 査 の 種 類  

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 。 以 下 ｢法 ｣と い う 。） 第

１ ９ ９ 条 第 ７ 項 の 規 定 に よ る 財 政 援 助 団 体 等 監 査 （ 法 第 ２ ４ ４ 条

第 １ 項 に 規 定 す る 公 の 施 設 の う ち ， 法 第 ２ ４ ４ 条 の ２ 第 ３ 項 の 規

定 に 基 づ く 管 理 （ 以 下 「 指 定 管 理 」 と い う 。） を 行 わ せ て い る も

の に 係 る 監 査 ）  

 

３  監 査 の 期 間  

  平 成 ２ ６ 年 １ １ 月 ４ 日 か ら 平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ ５ 日 ま で  

 

４  監 査 の 対 象  

 (1) 監 査 の 対 象 と な る 公 の 施 設  

   柏 市 駐 輪 場 の う ち ， 柏 市 駐 輪 場 等 条 例 （ 平 成 １ ５ 年 条 例 第 １

６ 号 ） 別 表 第 １ 第 １ 項 の 表 第 １ ６ 号 か ら 第 ２ ０ 号 ま で に 掲 げ る

次 の も の （ 以 下 総 称 す る と き は 「 指 定 駐 輪 場 」 と い う 。）  

   ア  南 柏 駅 東 口 第 一 駐 輪 場  

   イ  南 柏 駅 東 口 第 二 駐 輪 場  

   ウ  北 柏 駅 南 口 第 一 駐 輪 場  

   エ  北 柏 駅 南 口 第 二 駐 輪 場  

   オ  北 柏 駅 南 口 第 三 駐 輪 場  

 (2) 監 査 の 対 象 と な る 指 定 管 理 を 行 う も の  

   日 本 コ ン ピ ュ ー タ ・ ダ イ ナ ミ ク ス 株 式 会 社  

   東 京 都 品 川 区 西 五 反 田 四 丁 目 ３ ２ 番 １ 号  

   （ 以 下 「 指 定 管 理 者 」 と い う 。）  

 (3) 監 査 の 対 象 と な る 指 定 管 理 に 係 る 事 務 の 主 管 部 課  

   土 木 部 交 通 施 設 課 （ 以 下 「 主 管 課 」 と い う 。）  
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５  監 査 の 方 法  

  平 成 ２ ５ 年 度 分 で ， 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で に 指 定 管 理 者 が

執 行 し た 公 の 施 設 の 指 定 管 理 に 係 る 出 納 そ の 他 こ れ に 関 連 す る 事

務 （ 関 連 す る 部 分 に つ い て は 平 成 ２ ５ 年 度 以 前 又 は 以 後 に 係 る も

の を 含 む ） に つ い て ， 指 定 管 理 者 及 び 主 管 課 に 資 料 の 提 出 を 求 め

る と と も に ， 関 係 者 の 説 明 を 受 け て 行 っ た 。  

な お ， 監 査 の 主 な 着 眼 点 を 次 の と お り と し た 。  

 (1) 公 の 施 設 の 管 理 を 行 わ せ る 団 体 の 指 定 は ， 法 ， 条 例 等 に 根 拠

を 置 い て い る か 。  

 (2) 指 定 管 理 者 の 指 定 は ， 適 正 ・ 公 正 に 行 わ れ て い る か 。  

 (3) 管 理 に 関 す る 協 定 等 の 締 結 は ， 適 正 に 行 わ れ て い る か 。  

 (4) 協 定 等 に は ， 必 要 事 項 が 適 正 に 記 載 さ れ て い る か 。  

 (5) 管 理 に 関 す る 経 費 の 算 定 ， 支 出 の 方 法 ， 時 期 ， 手 続 き 等 は 適

正 に な さ れ て い る か 。  

 (6) 事 業 報 告 書 の 点 検 は 適 切 に な さ れ て い る か 。  

 (7) 指 定 管 理 者 に 対 し て 適 時 か つ 適 切 に 報 告 を 求 め ， 調 査 し ， 又

は 指 示 を 行 っ て い る か 。  

 (8) 主 管 課 は ， 公 の 施 設 の 利 用 状 況 に 注 意 を 払 い ， 利 用 の 奨 励 に

努 め て い る か 。  

 (9) 施 設 は 関 係 法 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 適 切 に 管 理 さ れ て い る

か 。  

 (10)協 定 等 に 基 づ く 義 務 の 履 行 は 適 正 に 行 わ れ て い る か 。  

 (11)利 用 料 金 の 設 定 等 は 適 正 に な さ れ て い る か 。  

 (12)指 定 管 理 者 に よ り ， 利 用 促 進 の た め の 努 力 は な さ れ て い る か 。  

 (13)公 の 施 設 の 管 理 に 係 る 収 支 会 計 経 理 は 適 正 に な さ れ て い る か 。

ま た ， 他 の 事 業 と の 会 計 区 分 は 明 確 に な っ て い る か 。  

 (14)公 の 施 設 の 管 理 に 係 る 出 納 関 係 帳 簿 の 記 帳 は 適 正 に な さ れ て

い る か 。 ま た ， 領 収 書 類 の 整 備 ， 保 存 は 適 切 に な さ れ て い る

か 。  

 (15)公 の 施 設 の 管 理 に 係 る 管 理 規 程 ， 経 理 規 程 等 の 諸 規 程 は ， 整

備 さ れ て い る か 。  
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６  指 定 管 理 の 概 要  

 (1) 指 定 駐 輪 場 の 概 要  

   本 市 で は ， 自 転 車 等 の 放 置 を 防 止 し ， 及 び 自 転 車 等 の 利 用 者

の 利 便 を 図 る た め ， 柏 市 駐 輪 場 等 条 例 に 基 づ き 市 内 ３ ８ か 所

（ 平 成 ２ ７ 年 ２ 月 末 日 時 点 ） に 駐 輪 場 を 設 置 し ， 広 く 公 の 利

用 に 供 し て い る 。  

   こ の う ち ， 次 に 掲 げ る ５ か 所 に つ い て は ， 民 間 事 業 者 等 の 能

力 を 活 用 し ， 利 用 者 の 幅 広 い 需 要 に 的 確 に 対 応 し た サ ー ビ ス

の 提 供 並 び に 管 理 経 費 の 節 減 等 を 図 る こ と を 目 的 と し て ， 平

成 ２ ２ 年 ３ 月 ２ 日 よ り 法 第 ２ ４ ４ 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 管 理 者 制 度 を 導 入 し て い る 。  

   

指 定 駐 輪 場 の 一 覧  

 施設名 所在地 

Ａ 南柏駅東口第一駐輪場 柏市南柏中央 4 番 4 ほか 

Ｂ 南柏駅東口第二駐輪場 柏市豊四季 511 番 46 先 

Ｃ 北柏駅南口第一駐輪場 柏市根戸 1880 番 5 ほか 

Ｄ 北柏駅南口第二駐輪場 柏市根戸 1588 番 6 ほか 

Ｅ 北柏駅南口第三駐輪場 柏市北柏一丁目 15 番ほか 

 

   監 査 実 施 時 点 で の 南 柏 駅 及 び 北 柏 駅 に お け る 各 指 定 駐 輪 場 の

開 設 状 況 は ， 次 の と お り で あ る 。  

 

 

（ 柏 市 ホ ー ム ペ ー ジ 「 駐 輪 場 案 内 図 」 掲 載 分 よ り 引 用 ）  

Ａ

Ｂ

Ｃ
Ｅ

Ｄ
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  ア  南 柏 駅 東 口 第 一 駐 輪 場  

     

所在地 柏市南柏中央４番４ほか 

開設年月日 平成１９年４月１日 

形態 

ゲート式スライドラック駐輪場 

（鉄骨造・地下１階地上２階） 

平置式駐輪場（線路脇隔地部分） 

敷地面積 2,062.26 ㎡ 

延床面積 4,148.00 ㎡ 

収容可能車種 

及び 

最大収容能力 

自転車（3,427 台） 

原動機付自転車（437 台） 

職員配置状況 

現場責任者を１名直接雇用するほか，柏市シル

バー人材センターに管理業務を委託して管理員

を１～５名配置（常駐時間：6 時～21 時） 

 

 

全景 

 

２階（自転車駐輪スペース） 

 

１階（原動機付自転車駐輪スペース） 

 

線路脇隔地部分 
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  イ  南 柏 駅 東 口 第 二 駐 輪 場  

     

所在地 柏市豊四季５１１番４６先 

開設年月日 昭和５０年１０月１日 

形態 平置式及び電磁ロック式駐輪場 

敷地面積 408.00 ㎡ 

延床面積 408.00 ㎡ 

収容可能車種 

及び 

最大収容能力 

自転車（89 台） 

原動機付自転車（15 台） 

自動二輪車（29 台） 

職員配置状況 
通常時は配置していないが，南柏駅東口第一駐

輪場の管理員が定期的に巡回している。 

 

 

全景 

 

自転車駐輪スペース 

 

自動二輪車駐輪スペース 
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  ウ  北 柏 駅 南 口 第 一 駐 輪 場  

     

所在地 柏市根戸１８８０番５ほか 

開設年月日 昭和６３年７月１日 

形態 
ゲート式簡易ラック駐輪場 

（平成２１年建替え，鉄骨造・地上３階） 

敷地面積 789.14 ㎡ 

延床面積 1,287.43 ㎡ 

収容可能車種 

及び 

最大収容能力 

自転車（724 台） 

原動機付自転車（84 台） 

※レンタサイクル事業を実施（10 台） 

職員配置状況 

現場責任者を１名直接雇用するほか，柏市シル

バー人材センターに管理業務を委託して管理員

を１～２名配置（常駐時間：6 時～20 時） 

 

 

全景 

 

１階（自転車駐輪スペース） 

 

出入場ゲート 

 

レンタサイクル用車両 
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  エ  北 柏 駅 南 口 第 二 駐 輪 場  

     

所在地 柏市根戸１５８８番６ほか 

開設年月日 昭和６３年６月１日 

形態 平置式及び電磁ロック式駐輪場 

敷地面積 594.40 ㎡ 

延床面積 594.40 ㎡ 

収容可能車種 

及び 

最大収容能力 

自転車（386 台） 

原動機付自転車（57 台） 

自動二輪車（23 台） 

職員配置状況 
通常時は配置していないが，北柏駅南口第一駐

輪場の管理員が定期的に巡回している。 

 

 

全景 

 

自転車駐輪スペース 

 

駅から最も遠く，天候や時間帯により閑散とすることも 
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  オ  北 柏 駅 南 口 第 三 駐 輪 場  

     

所在地 柏市北柏一丁目１５番ほか 

開設年月日 平成９年１０月１日 

形態 簡易ラック式及び電磁ロック式駐輪場 

敷地面積 436.71 ㎡ 

延床面積 436.71 ㎡ 

収容可能車種 

及び 

最大収容能力 

自転車（388 台） 

職員配置状況 
柏市シルバー人材センターに管理業務を委託し

て管理員を１名配置（常駐時間：6 時～20 時） 

 

 

全景 

 

駅から最も近く，時間帯によっては混雑が激しい 
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 (2) 指 定 管 理 者 選 定 の 概 要  

   平 成 ２ １ 年  

     ７ 月  １ 日  募 集 要 項 配 布 開 始 （ ～ １ ０ 日 ）  

           広 報 か し わ （ ７ 月 １ 日 号 ） 及 び 市 ホ ー ム ペ  

           ー ジ に よ り 告 知 し た 。  

       １ ３ 日  個 別 説 明 会 （ ～ １ ５ 日 ）  

     ８ 月  ４ 日  応 募 申 請 受 付 開 始 （ ～ １ １ 日 ）  

           １ ０ 団 体 か ら 応 募 が あ っ た 。  

       ２ ６ 日  指 定 管 理 者 候 補 者 選 定 委 員 会 （ 第 １ 回 ）  

           応 募 団 体 の う ち ， ６ 団 体 に つ い て 面 接 審 査  

           を 実 施 す る こ と と し た 。  

     ９ 月  ９ 日  指 定 管 理 者 候 補 者 選 定 委 員 会 （ 第 ２ 回 ）  

           面 接 審 査 の 結 果 ， 日 本 コ ン ピ ュ ー タ ・ ダ イ  

           ナ ミ ク ス 株 式 会 社 を 指 定 管 理 者 候 補 者 に 選  

           定 し た 。  

       ２ ８ 日  選 定 結 果 を 応 募 者 に 通 知  

    １ ２ 月 １ ８ 日  指 定 管 理 者 の 指 定 に 係 る 議 案 の 市 議 会 可 決  

           （ 平 成 ２ １ 年 第 ４ 回 定 例 会 第 ７ 号 議 案 ）  

   平 成 ２ ２ 年  

     １ 月  ５ 日  指 定 管 理 者 の 指 定 に 係 る 告 示  

     ２ 月 ２ ４ 日  指 定 管 理 に 関 す る 基 本 協 定 書 締 結  

     ３ 月  ２ 日  指 定 管 理 開 始 （ ～ 平 成 ３ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 ）  
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 (3) 指 定 管 理 業 務 の 概 要  

  ア  基 本 協 定 書 及 び 管 理 業 務 仕 様 書 の 概 要  

   (ｱ) 指 定 期 間 の 終 期 は ， 平 成 ３ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 と す る 。  

   (ｲ) 指 定 管 理 業 務 の 主 な 内 容 は ， ① 駐 輪 場 の 供 用 に 関 す る 業  

    務 ， ② 利 用 料 金 の 収 受 等 に 係 る 業 務 ， ③ 管 理 施 設 ， 設 備 ，  

    物 品 等 の 維 持 管 理 に 係 る 業 務 と す る 。  

   (ｳ) 本 市 は ， 指 定 期 間 に お け る 指 定 管 理 料 を 支 出 し な い 。 管  

    理 業 務 の 実 施 に 際 し て 収 入 額 が 支 出 額 を 下 回 っ た と し て も ，  

    本 市 は そ の 損 失 を 補 填 し な い 。  

   (ｴ) 指 定 駐 輪 場 の 利 用 に 係 る 利 用 料 金 は ， 指 定 管 理 者 の 収 入  

    と す る 。 指 定 管 理 者 が 指 定 管 理 業 務 を 行 う た め に 要 す る 経  

    費 は ， 利 用 料 金 及 び そ の 他 の 収 入 を も っ て 充 て る 。  

   (ｵ) 指 定 管 理 者 は ， 各 会 計 年 度 ご と に 納 付 金  10,000,000 円  

    （ 平 成 ２ ６ 年 度 よ り  10,285,714 円 ） を ， ４ 月 ， ７ 月 ， １  

    ０ 月 及 び １ 月 の ４ 回 に 分 割 し て 本 市 に 納 付 し な け れ ば な ら  

    な い 。  

   (ｶ) 指 定 管 理 施 設 の 修 繕 に つ い て は ， 原 則 と し て １ 件 に つ き  

    1,000,000 円 を 超 え る も の は 本 市 の 負 担 と し ， 当 該 金 額 を  

    下 回 る も の を 指 定 管 理 者 の 負 担 と す る 。  

   (ｷ) 指 定 管 理 者 が 指 定 管 理 業 務 を 行 う た め に 必 要 と 認 め る 備  

    品 を 自 己 の 費 用 と 責 任 と で 備 え る と き は ， あ ら か じ め 本 市  

    と 協 議 し て そ の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

   (ｸ) 指 定 管 理 者 は ， 会 計 年 度 ご と に ， 当 該 会 計 年 度 の 管 理 業  

    務 に 係 る 事 業 計 画 書 を 当 該 会 計 年 度 の 前 年 度 の ２ 月 末 日 ま  

    で に 本 市 に 提 出 し ， そ の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

   (ｹ) 指 定 管 理 者 は ， 各 月 ご と に ， 当 該 月 の 管 理 業 務 の 実 施 状  

    況 等 を 記 載 し た 報 告 書 を 当 該 月 の 翌 月 の １ ０ 日 ま で に 本 市  

    に 提 出 し ， そ の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

   (ｺ) 指 定 管 理 者 は ， 指 定 管 理 業 務 の 実 施 を 妨 げ な い 限 度 に お  

    い て ， 本 市 の 承 認 を 得 て 自 主 事 業 を 実 施 す る こ と が で き る 。  

    こ の 場 合 ， 当 該 自 主 事 業 に 係 る 会 計 は ， 指 定 管 理 業 務 又 は  

    利 用 料 金 に 係 る 会 計 に 含 め て は な ら な い 。  
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  イ  利 用 料 金 の 概 要  

    指 定 駐 輪 場 の 利 用 に 係 る 利 用 料 金 は ， 指 定 管 理 者 が 柏 市 駐  

   輪 場 条 例 別 表 第 ３ に 定 め る 額 の 範 囲 内 に お い て 定 め た 額 が 各  

   会 計 年 度 ご と の 事 業 計 画 書 の 中 で 提 示 さ れ ， 当 該 事 業 計 画 書  

   の 主 管 課 に よ る 承 認 を も っ て 施 行 さ れ て い る 。  

    平 成 ２ ７ 年 ２ 月 末 日 時 点 に お け る 指 定 駐 輪 場 の 定 期 利 用 及  

   び 一 時 利 用 に 係 る 利 用 料 金 は ， 次 の と お り で あ る 。  

 
   （単位：円） 

駐輪場名 車両区分 
定期利用 一時利用※ 

（24 時間毎）３か月 ６か月 １２か月 

南柏駅東口 

第一駐輪場 

自転車 
一般 2,850 5,220 9,240 100

高校生以下 1,440 2,640 4,680 100

原動機付自転車 5,700 10,450 18,480 210

南柏駅東口 

第二駐輪場 

自転車 
一般 1,680 3,080 5,520 100

高校生以下 840 1,540 2,760 100

原動機付自転車 3,420 6,270 11,160 210

自動二輪車 5,130 9,400 16,680 310

北柏駅南口 

第一駐輪場 

自転車 
一般 2,850 5,220 9,240 100

高校生以下 1,440 2,640 4,680 100

原動機付自転車 5,700 10,450 18,480 設定なし

北柏駅南口 

第二駐輪場 

自転車 
一般 1,500 2,750 4,940 100

高校生以下 750 1,370 2,470 100

原動機付自転車 3,420 6,270 11,160 210

自動二輪車 5,130 9,400 16,680 310

北柏駅南口 

第三駐輪場 
自転車 

一般 
設定なし 

11,160 100

高校生以下 11,160 100

※２４時間毎に課金（１５分の課金猶予あり） 
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  ウ  利 用 台 数 及 び 利 用 料 金 収 入 の 推 移  

    平 成 ２ ２ 年 度 か ら ２ ５ 年 度 に か け て の 指 定 駐 輪 場 に お け る

定 期 利 用 及 び 一 時 利 用 に 係 る 利 用 台 数 及 び 利 用 料 金 収 入 額 の

推 移 は ， 次 の と お り で あ る 。  

 

【 定 期 利 用 】  

項 目 
１年目 

(22 年度) 

２年目 

(23 年度) 

３年目 

(24 年度) 

４年目 

(25 年度) 

南柏駅東口 

第一駐輪場 

利用台数(台) 3,974 4,181 3,845 3,888

料金収入(円) 37,173,000 35,460,960 34,105,550 34,147,450

南柏駅東口 

第二駐輪場 

利用台数(台) 139 128 118 119

料金収入(円) 1,004,460 947,680 867,080 833,510

北柏駅南口 

第一駐輪場 

利用台数(台) 763 878 840 861

料金収入(円) 6,869,900 6,922,300 6,772,500 6,743,700

北柏駅南口 

第二駐輪場 

利用台数(台) 98 79 85 81

料金収入(円) 951,370 735,560 763,260 758,750

北柏駅南口 

第三駐輪場 

利用台数(台) 184 247 301 273

料金収入(円) 1,908,000 2,054,400 1,995,900 2,057,900

           ※利用台数は，３月３１日時点で契約中の定期利用台数  

 

   【 一 時 利 用 】  

項 目 
１年目 

(22 年度) 

２年目 

(23 年度) 

３年目 

(24 年度) 

４年目 

(25 年度) 

南柏駅東口 

第一駐輪場 

利用台数(台) 83,428 89,664 91,758 98,823

料金収入(円) 10,078,100 10,892,100 11,602,650 12,124,500

南柏駅東口 

第二駐輪場 

利用台数(台) 2,186 2,669 2,981 3,456

料金収入(円) 317,800 413,200 460,700 509,800

北柏駅南口 

第一駐輪場 

利用台数(台) 20,317 20,857 16,431 14,226

料金収入(円) 2,206,300 2,271,030 1,823,440 1,563,450

北柏駅南口 

第二駐輪場 

利用台数(台) 2,287 2,474 1,916 2,303

料金収入(円) 511,300 600,400 445,500 515,700

北柏駅南口 

第三駐輪場 

利用台数(台) 74,547 75,166 75,287 76,000

料金収入(円) 8,263,600 8,465,400 8,412,300 8,509,800
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  エ  指 定 管 理 業 務 に 係 る 職 員 配 置 の 状 況  

    指 定 管 理 業 務 の 履 行 の た め に 指 定 管 理 者 が 配 置 す る 職 員 の  

   組 織 体 制 は ， 次 の と お り と な っ て い る 。  

   (ｱ) 統 括 責 任 者 （ 正 社 員 ・ 非 常 勤 ） １ 名  

   (ｲ) 統 括 場 長 （ 契 約 社 員 ）   １ 名  

   (ｳ) 各 地 区 場 長 （ 契 約 社 員 ）  各 １ 名  

   (ｴ) 管 理 員 （（ 公 社 ） 柏 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 会 員 ）  

 

 

  （出典）｢柏市駐輪場の管理に関する事業計画書｣（平成 25 年度）３２ページより抜粋 

 

    ※１ ＮＣＤ：日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 

    ※２ シルバー人材センター 

      ：高齢者の多様な就業及び社会参加活動の機会を確保・提供する事業，高齢 

       者の能力の活用を図るための事業，並びにこれらの事業を推進するための 

       普及啓発等の諸活動を実施している。  

※１ 

※２ 
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  オ  業 務 の 一 部 再 委 託 の 状 況  

    指 定 管 理 者 は ， あ ら か じ め 書 面 に よ り そ の 内 容 を 明 ら か に  

   し て 本 市 の 承 認 を 得 た か ぎ り に お い て ， 次 に 掲 げ る 業 務 を 第  

   三 者 に 再 委 託 す る こ と が で き る 。  

   (ｱ) 清 掃 ， 警 備 ， 保 守 点 検 等 の 個 別 業 務  

   (ｲ) 専 門 的 な 技 術 又 は 特 定 の 資 格 等 を 要 す る 業 務  

   (ｳ) そ の 他 本 市 が 必 要 と 認 め る 業 務  

    当 該 業 務 の 遂 行 に あ た り ， 平 成 ２ ５ 年 度 に 本 市 よ り 承 認 さ  

   れ た 再 委 託 予 定 事 業 者 は ， 次 の と お り で あ る 。  

 

   再委託予定事業者一覧 

再委託予定業務の名称 事業者の名称 

駐輪場管理業務 (公社)柏市シルバー人材センター 

バイクルウェイ保守点検業務 協栄システム㈱ 

火災報知器保守点検業務 

消防設備保守点検業務 
㈱モスコム 

集金業務（精算機・定期更新機） ㈱ニッケイトラスト 

機械警備業務（管理室） 

緊急出動業務 

（精算機・個別ロック式駐輪機） 

㈱セノン 

緊急出動業務 

（ゲート式駐輪機，定期更新機） 
全国警備保障㈱ 

管理システム，ゲート等 

保守点検業務 

東海技研㈱ 

サンサイクルシステム㈱ 

設備メンテナンス業務 

（精算機，個別ロック式駐輪機） 
㈱ケイトレック 

ごみ回収業務 山本産業㈱ 

  （出典）｢柏市駐輪場の管理に関する事業計画書｣（平成 25 年度）３７ページより抜粋 
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 (4) 指 定 管 理 業 務 に 係 る 収 支 の 状 況  

   平 成 ２ ２ 年 度 か ら ２ ５ 年 度 に か け て の 指 定 管 理 業 務 に 係 る 事

業 収 支 に つ い て 主 管 課 に 確 認 し た と こ ろ ， 次 の と お り で あ っ た 。  

   

 
   （単位：円）＿ 

項 目 
１年目 

(22 年度) 

２年目 

(23 年度) 

３年目 

(24 年度) 

４年目 

(25 年度) 

収 

入 

の 

部 

利用料金収入 

（一時利用・レンタサイクル） 
21,377,100 22,653,130 22,787,790 23,290,960

利用料金収入 

（定期利用） 
47,906,730 46,120,900 44,504,290 44,541,310

その他収入 0 11,836 30,424 47,088

指定管理料 0 0 0 0

収入計(ア) 69,283,830 68,785,866 67,322,504 67,879,358

支

出 

の 

部 

納付金 9,523,812 9,523,812 9,523,812 9,523,812

人件費 28,029,208 26,961,397 26,621,328 26,540,483

機器リース料 12,855,040 13,338,960 14,061,360 14,061,360

光熱水費 2,764,149 2,469,103 2,625,663 2,902,495

通信費 770,638 789,001 743,731 718,499

保険料 17,924 17,924 29,110 29,110

保守・点検費 2,426,130 2,601,630 2,311,630 2,210,500

管理運営費 3,360,000 3,840,000 3,822,905 3,862,800

印刷製本費 1,325,110 728,400 705,000 716,000

自主事業費 0 39,130 139,360 17,502

施設修繕費 600,600 532,500 240,021 569,200

事務費 236,000 358,400 383,800 382,768

消耗品費 774,557 623,361 790,634 708,381

労務・一般管理費 6,403,444 6,271,080 6,175,956 6,211,729

オープニング費 2,171,925 0 0 0

その他 144,000 144,000 144,000 144,000

租税公課 6,560,930 6,537,217 6,467,528 6,493,807

支出計(イ) 77,963,467 74,775,915 74,785,838 75,092,446

収入計－支出計 

（ア）－（イ） 
▲8,679,637 ▲5,990,049 ▲7,463,334 ▲7,213,088

  

 



 

16 

７  監 査 の 結 果  

  監 査 の 結 果 ， 特 に 次 の 事 項 に つ い て は 「 監 査 の 結 果 等 の 取 扱 い

要 領 」 に 定 め る 指 摘 事 項 に 該 当 す る も の と 判 断 し た 。  

 

 【 指 摘 事 項 】  

 

(1) 指 定 管 理 業 務 に お け る 「 人 件 費 」 の 取 扱 い に つ い て  

  指 定 管 理 業 務 に 要 し た 経 費 の う ち ， 本 来 で あ れ ば 業 務 の 請 負

に 係 る 経 費 に 区 分 す べ き 「 再 委 託 業 者 に 支 出 し た 駐 輪 場 管 理 業

務 に 係 る 委 託 料 」 を 「 施 設 管 理 人 件 費 」 と し て い た 。  

  取 扱 い の 大 き く 異 な る 両 者 を 混 同 し て 計 上 す る こ と は ， 会 計

経 理 上 著 し く 適 正 を 欠 く も の と 言 わ ざ る を 得 な い 。  

  

  平 成 ２ ５ 年 度 の 指 定 管 理 業 務 に 関 す る 経 費 の 額 に つ い て は ，

指 定 管 理 者 か ら 主 管 課 に 提 出 の あ っ た 平 成 ２ ５ 年 度 年 次 報 告 書

の 「 管 理 業 務 に 要 し た 経 費 の 収 支 状 況 」 に 明 示 さ れ て い る が ，

そ の 一 部 を 抜 粋 す る と 次 の と お り で あ る 。  

   

区分 
合計支出額

（円） 
４月（円） ５月（円） 

支

出

の

部 

駐輪場納付金 9,523,812 2,380,953 0

施設管理人件費 

 
人件費（シルバー人材センター） 18,846,677 1,652,488 1,568,519

直接人件費（契約・パート） 7,693,806 657,983 658,487

管理費 

 

リース料金（ゲート） 12,241,440 1,020,120 1,020,120

リース料金（増設部） 736,320 61,360 61,360

リース料金（ＬＥＤ） 1,083,600 90,300 90,300

電気代 2,831,993 217,208 229,065

 

  上 表 に よ る と ， 平 成 ２ ５ 年 度 の 「 施 設 管 理 人 件 費 」 と し て ，

指 定 管 理 者 が 直 接 雇 用 す る 統 括 場 長 及 び 各 地 区 場 長 に 係 る 「 直

接 人 件 費 （ 契 約 ・ パ ー ト ）」 7,693,806 円 と 並 ん で ，「 人 件 費

（ シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー ）」 と し て 18,846,677 円 が 計 上 さ れ て

い る 。  

  し か し な が ら ， １ ４ ペ ー ジ に も 掲 げ た と お り ，（ 公 社 ） 柏 市
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シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー の 行 う 駐 輪 場 管 理 業 務 は ， 事 前 に 業 務 を

行 わ せ る こ と に つ い て 本 市 の 承 認 を 得 た 上 で 締 結 さ れ た 請 負 契

約 に よ り 行 わ れ て お り ， 直 接 雇 用 に 係 る 人 件 費 と は 厳 密 に 区 分

さ れ る べ き も の で あ る 。  

 

 (2) 基 本 協 定 書 等 に 違 背 す る 事 務 手 続 き に つ い て  

   平 成 ２ ５ 年 度 の 指 定 管 理 業 務 が ， 基 本 協 定 書 ， 管 理 業 務 仕 様

書 及 び 事 業 計 画 書 に 定 め る と お り に 行 わ れ て い る か を 検 証 し

た と こ ろ ， 次 に 掲 げ る と お り ， 当 該 協 定 書 等 に 違 背 し て い る

も の が 見 ら れ た 。  

   

  ア  自 主 事 業 に 係 る 収 入 及 び 支 出 の 取 扱 い に つ い て  

   指 定 管 理 者 は ， 指 定 駐 輪 場 の 設 置 目 的 に 合 致 し ， か つ ， 管

理 業 務 の 実 施 を 妨 げ な い 限 度 に お い て ， 自 己 の 費 用 と 責 任 と

に よ り ， あ ら か じ め 本 市 の 承 認 を 得 た 上 で 自 主 事 業 を 実 施 す

る こ と が で き る と さ れ て い る 。（ 基 本 協 定 書 第 ２ ０ 条 第 １ 項 ，

第 ２ 項 ）  

   平 成 ２ ５ 年 度 は ， 北 柏 駅 南 口 第 一 駐 輪 場 に お け る レ ン タ サ

イ ク ル 事 業 の 実 施 ， 南 柏 駅 東 口 第 一 駐 輪 場 及 び 北 柏 駅 南 口 第

一 駐 輪 場 に お け る 災 害 対 応 型 飲 料 自 動 販 売 機 の 設 置 を 前 年 度

か ら 継 続 し て 行 っ て い る 。  

   当 該 自 主 事 業 に 係 る 会 計 に つ い て は ， 基 本 協 定 書 第 ２ ０ 条

第 ４ 項 で 「 自 主 事 業 に 係 る 会 計 は ， 管 理 業 務 に 係 る 会 計 及 び

利 用 料 金 に 係 る 会 計 に 含 め て は な ら な い 。」 と さ れ て い る 。  

   と こ ろ が ， 平 成 ２ ５ 年 度 年 次 報 告 書 の 「 管 理 業 務 に 要 し た

経 費 の 収 支 状 況 」 を 確 認 し た と こ ろ ， 収 入 支 出 と も に 指 定 管

理 業 務 に 係 る 会 計 及 び 利 用 料 金 に 係 る 会 計 に 含 ま れ ， こ れ ら

と 一 体 的 な 経 理 が 行 わ れ て い た 。  

    

  イ  再 委 託 業 者 に お け る 個 人 情 報 の 取 扱 い に つ い て  

    指 定 管 理 者 は ， 指 定 管 理 業 務 を 通 じ て 知 り え た 個 人 情 報 に  

   つ い て ， 本 市 の 書 面 に よ る 承 認 が な い 限 り ， 第 三 者 に 取 扱 い  
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   の 再 委 託 又 は 下 請 け を さ せ る こ と が で き な い と さ れ て い る 。  

   （ 基 本 協 定 書 第 ２ ３ 条 第 ４ 項 ）  

    １ ４ ペ ー ジ に も 記 し た と お り ， 指 定 管 理 者 は 指 定 管 理 業 務

の 遂 行 に 当 た っ て 一 部 業 務 の 再 委 託 を 行 っ て い る が ， こ れ ら

の 業 者 に つ い て ， 委 託 業 務 の 履 行 に 際 し て 当 該 個 人 情 報 を 取

扱 う 可 能 性 が な い こ と か ら ， 本 市 の 書 面 に よ る 承 認 は 得 て い

な い と の こ と で あ っ た 。  

    し か し ， 人 員 配 置 上 ， 指 定 管 理 者 が 直 接 雇 用 す る 職 員 が す

べ て 退 勤 し ， 駐 輪 場 管 理 業 務 を 再 委 託 さ れ た （ 公 社 ） 柏 市 シ

ル バ ー 人 材 セ ン タ ー が 配 置 す る 職 員 の み が 駐 在 し て い る 時 間

帯 に 利 用 者 の 住 所 ， 氏 名 等 が 記 さ れ た 申 請 書 様 式 （「 使 用 料

返 還 申 請 書 兼 定 期 利 用 中 止 届 出 書 」 な ど ） を 受 領 す る 可 能 性

は 十 分 に 考 え ら れ る と こ ろ で あ る 。  

    し た が っ て ， 主 管 課 は 協 定 書 に 基 づ く 再 委 託 業 者 に よ る 個

人 情 報 の 取 扱 い に つ い て 所 定 の 手 続 き を 行 う 必 要 が あ る 。  

     

  ウ  管 理 施 設 の 修 繕 に 係 る 本 市 の 承 認 に つ い て  

    指 定 管 理 者 は ， 管 理 施 設 の 修 繕 を 行 お う と す る と き は ， 原

則 と し て あ ら か じ め 本 市 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら ず ， ま た ，

当 該 修 繕 が 緊 急 を 要 し ， あ ら か じ め 本 市 の 承 認 を 得 る こ と な

く 修 繕 を 行 っ た と き で も ， 当 該 修 繕 の 終 了 後 ， こ れ を 速 や か

に 本 市 に 報 告 し な け れ ば な ら な い と さ れ て い る 。（ 基 本 協 定

書 第 １ ４ 条 第 ２ 項 ， 第 ３ 項 ）  

    平 成 ２ ５ 年 度 に 指 定 管 理 者 が 行 っ た 管 理 施 設 の 修 繕 に つ い

て ， 当 該 規 定 に 基 づ く 承 認 又 は 報 告 が 適 切 に 行 わ れ て い る か

ど う か を 確 認 し た と こ ろ ， 一 部 の 案 件 に つ い て は 事 後 に 指 定

管 理 者 か ら 主 管 課 に 提 出 さ れ た 修 繕 経 過 の 報 告 内 容 を 確 認 で

き た も の の ， 大 部 分 の 案 件 に つ い て は 事 前 承 認 又 は 事 後 報 告

と も に 行 わ れ て い な か っ た 。  

     

  エ  備 品 等 の 取 扱 い に つ い て  

    指 定 管 理 者 は ， 指 定 管 理 業 務 の 用 に 供 す る た め に 本 市 が 提
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供 す る 備 品 及 び 消 耗 品 （ 以 下 「 備 品 等 」 と い う 。） に つ い て ，

こ れ を 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 使 用 し な け れ ば な ら ず ，

通 常 の 使 用 に お い て 当 該 備 品 等 の 修 繕 が 必 要 と な っ た 場 合 ，

こ れ を 自 己 の 費 用 と 責 任 と で 行 わ な け れ ば な ら な い と さ れ て

い る 。（ 基 本 協 定 書 第 １ ５ 条 第 １ 項 ， 第 ４ 項 ）  

    ま た ， 自 ら 必 要 と 認 め て 自 己 の 費 用 と 責 任 と で 備 品 等 を 備

え よ う と す る 場 合 ， あ ら か じ め 本 市 と 協 議 し て そ の 承 認 を 得

な け れ ば な ら な い と さ れ て い る 。（ 基 本 協 定 書 第 １ ５ 条 第 ２

項 ， 第 ３ 項 ）  

    指 定 管 理 業 務 に お け る こ れ ら 備 品 等 の 取 扱 い 状 況 を 確 認 し

た と こ ろ ， 南 柏 駅 東 口 第 一 駐 輪 場 に お い て 使 用 に 供 さ れ る こ

と と な っ て い る 本 市 の 備 品 で あ る 冷 蔵 庫 （ １ 台 ） が ， 実 際 に

は 長 ら く 壊 れ て い て 使 用 に 耐 え る 状 態 で は な く ， 修 繕 又 は 廃

棄 等 の 手 続 き が 行 わ れ な い ま ま ， 倉 庫 に 保 管 さ れ て い た 。  

    ま た ， 当 該 冷 蔵 庫 の 代 替 と す る た め ， 指 定 管 理 者 が 新 規 に

冷 蔵 庫 を 購 入 し ， 南 柏 駅 東 口 第 一 駐 輪 場 の 管 理 室 に お い て 使

用 し て い る 事 実 が 確 認 で き た も の の ， 本 市 が 貸 与 し た 冷 蔵 庫

が 壊 れ て 使 用 で き な い 状 態 で あ る こ と を 含 め ， 当 該 事 実 に 関

す る 主 管 課 へ の 報 告 及 び 対 応 に つ い て の 協 議 が 全 く な さ れ て

い な か っ た 。  

     

  オ  加 入 し た 損 害 賠 償 責 任 保 険 等 の 補 償 内 容 の 報 告 に つ い て  

   指 定 管 理 者 は ， 指 定 管 理 業 務 の 実 施 に 当 た っ て 本 市 及 び 第

三 者 に 対 す る 損 害 賠 償 義 務 等 を 履 行 す る た め ， 管 理 業 務 仕 様

書 に 定 め る 損 害 賠 償 責 任 保 険 そ の 他 の 保 険 に あ ら か じ め 加 入

し ， 当 該 保 険 等 の 補 償 内 容 を 本 市 に 報 告 し な け れ ば な ら な い

と さ れ て い る 。（ 基 本 協 定 書 第 ２ ２ 条 第 １ 項 ， 第 ３ 項 ）  

   平 成 ２ ５ 年 度 に 指 定 管 理 者 が 加 入 し た 損 害 賠 償 責 任 保 険 等

に つ い て 確 認 し た と こ ろ ， お お む ね 管 理 業 務 仕 様 書 に 定 め る

と こ ろ に 沿 っ て 保 険 等 に 加 入 し て い る 旨 を 保 険 証 券 等 に よ り

確 認 す る こ と が で き た が ， 当 該 保 険 等 の 補 償 内 容 に 関 す る 報

告 に つ い て は ， 各 年 度 の 初 め に 口 頭 で 加 入 の 有 無 を 連 絡 す る
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の み で ， 保 険 証 券 等 に 明 示 さ れ た 具 体 的 な 補 償 内 容 等 ま で 立

ち 入 っ て の 報 告 は 行 わ れ て い な か っ た 。  

     

  カ  指 定 管 理 業 務 に 従 事 す る 者 の 氏 名 ， 資 格 等 の 通 知 に つ い て  

    指 定 管 理 者 は ， 指 定 管 理 業 務 に 従 事 す る 者 の 氏 名 ， 資 格 等 ，

ま た ， 当 該 指 定 管 理 業 務 の 責 任 者 と な る 者 を 選 任 し た 旨 を あ

ら か じ め 書 面 に よ り 本 市 に 通 知 し な け れ ば な ら な い と さ れ て

い る 。（ 基 本 協 定 書 第 ２ ６ 条 第 １ 項 ， 第 ２ 項 ）  

    ま た ， 当 該 指 定 管 理 業 務 に 携 わ る 職 員 に つ い て の 名 簿 を 作

成 し ， 本 市 に 提 出 す べ き こ と が 管 理 業 務 仕 様 書 「 第 ４  管 理

業 務 の 細 目 」 に 定 め ら れ て い る が ， こ れ ら の 通 知 又 は 名 簿 の

本 市 へ の 提 出 が 行 わ れ て い な か っ た 。  

 

  キ  内 規 を 作 成 す る 場 合 の 本 市 と の 事 前 の 協 議 に つ い て  

    指 定 管 理 者 は ， 指 定 管 理 業 務 を 適 正 に 遂 行 す る に 当 た っ て

必 要 な 各 種 内 規 を 作 成 す る 場 合 は ， 事 前 に 本 市 と 協 議 す る も

の と さ れ て い る 。（ 管 理 業 務 仕 様 書 「 第 ４  管 理 業 務 の 細

目 」 の 「 ２  管 理 業 務 を 行 う 際 の 留 意 点 等 」）  

    指 定 管 理 者 が 実 際 に 指 定 管 理 業 務 に 活 用 し て い る 内 規 ， 規

程 ， マ ニ ュ ア ル 類 に つ い て 提 出 を 求 め た と こ ろ ， い ず れ に つ

い て も 主 管 課 と の 協 議 を ほ と ん ど 行 わ な い ま ま に 策 定 さ れ て

お り ， 内 容 の 変 更 に 際 し て も 主 管 課 へ の 報 告 が 行 わ れ て い な

か っ た 。  

 

  ク  事 業 計 画 書 と 異 な る 業 者 へ の 一 部 業 務 の 再 委 託 に つ い て  

    １ ４ ペ ー ジ に も 記 し た と お り ， 指 定 管 理 業 務 の う ち 「 集 金

業 務 （ 精 算 機 ・ 定 期 更 新 機 ）」 に つ い て は ， 指 定 管 理 者 は

「 株 式 会 社 ニ ッ ケ イ ト ラ ス ト （ 以 下 「 ニ 社 」 と い う 。）」 に 再

委 託 す る こ と が 事 業 計 画 書 で 予 定 さ れ て い た 。  

    当 該 業 務 は ， 利 用 者 が 精 算 機 又 は 定 期 更 新 機 に 投 入 し た 現

金 ， 又 は 管 理 室 内 の レ ジ ス タ ー に 保 管 さ れ た 現 金 を 定 期 的 に

巡 回 し て 回 収 し ， 金 融 機 関 等 で 指 定 管 理 者 の 口 座 に 入 金 す る
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も の で あ る 。 平 成 ２ ５ 年 中 に 履 行 さ れ た 当 該 業 務 に 係 る 指 定

管 理 者 に 対 す る 請 求 書 を 確 認 し た と こ ろ 「 柏 市 駐 輪 場 集 金 ・

納 付 業 務 」 に 係 る 請 求 は す べ て ニ 社 の 子 会 社 で あ る 「 株 式 会

社 ヒ ュ ー ネ ス ト （ 以 下 「 ヒ 社 」 と い う 。）」 か ら 提 出 さ れ て お

り ， ニ 社 か ら の 請 求 は 見 ら れ な か っ た 。  

    こ の こ と に つ い て 指 定 管 理 者 に 確 認 し た と こ ろ ， 指 定 管 理

業 務 の 開 始 に 当 た り ， 当 初 委 託 を 予 定 し て い た ニ 社 が 集 金 さ

れ た 現 金 に 係 る 動 産 保 険 に 加 入 し て い な か っ た た め ， 当 該 保

険 に 加 入 し て い る ヒ 社 を 実 際 の 再 委 託 業 者 と す る よ う 変 更 し ，

以 来 毎 年 度 の 委 託 契 約 を ヒ 社 と 締 結 し て い た も の で あ る 。  

    と こ ろ が ， 指 定 管 理 業 務 開 始 以 来 本 監 査 の 実 施 に 至 る ま で

こ の こ と を 主 管 課 に 報 告 せ ず ， 事 業 計 画 書 上 は ニ 社 を 再 委 託

予 定 業 者 と す る よ う に 報 告 し て い た た め に ， 主 管 課 も 本 監 査

の 実 施 に 至 る ま で 当 該 事 実 を 把 握 し て い な か っ た 。  

 

 (3) 事 業 計 画 書 等 で 実 施 を う た う 取 組 み の 達 成 状 況 に つ い て  

   案 内 用 ホ ー ム ペ ー ジ の 作 成 ， 意 見 収 集 用 メ ー ル ア ド レ ス の 設

置 な ど ， 指 定 管 理 者 選 定 時 の プ ロ ポ ー ザ ル 資 料 以 来 ， 毎 年 度

の 事 業 計 画 書 に お い て 実 施 を う た っ て い な が ら ， 指 定 管 理 業

務 の 開 始 か ら ５ 年 が 経 過 し よ う と し て い る 監 査 実 施 時 点 に お

い て も な お 実 現 さ れ て い な い 取 組 み が 見 ら れ た 。  

 

   こ れ ら 事 業 計 画 書 等 に お い て は ， 利 用 者 の 要 望 を 把 握 し ， 反

映 さ せ て い く た め の 方 策 と し て ， 指 定 駐 輪 場 に 係 る 「 意 見 用 の

メ ー ル ア ド レ ス 」 及 び 「 駐 輪 場 の 案 内 を 行 う ホ ー ム ペ ー ジ 」 を

作 成 す る こ と が 継 続 し て う た わ れ て き て い る 。  

   し か し な が ら ， 本 監 査 の 実 施 に あ た り イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 検

索 エ ン ジ ン を 複 数 用 い て 探 査 し た が ， 該 当 す る と 思 わ れ る メ ー

ル ア ド レ ス 及 び ホ ー ム ペ ー ジ は 発 見 で き な か っ た 。  

   こ の こ と に つ い て 指 定 管 理 者 に 確 認 し た と こ ろ ， い ず れ も 計

画 と し て 構 想 し て い た こ と は 間 違 い な い も の の ， ア ク セ ス す

る 利 用 者 等 の 個 人 情 報 （ 氏 名 ， 住 所 ， メ ー ル ア ド レ ス 等 ） の
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取 扱 い に 関 し て 解 決 し な け れ ば な ら な い 課 題 が 多 く ， い ま だ

に 実 現 で き て い な い 状 態 に あ る と の こ と で あ っ た 。  

   指 定 管 理 者 選 定 時 に 構 想 と し て 打 ち 出 さ れ ， か つ ， 年 度 ご と

の 事 業 計 画 書 に お い て も 実 施 が う た わ れ て い る 施 策 で あ る こ

と か ら ， 実 現 に 向 け た 努 力 を 求 め た い 。  

 

 (4) 支 出 関 係 事 務 の 誤 り に つ い て  

   「 平 成 ２ ５ 年 度 年 次 報 告 書 」 に 記 載 さ れ た 「 管 理 業 務 に 要 し

た 経 費 の 収 支 状 況 （ 以 下 「 収 支 状 況 」 と い う 。）」 に つ い て ，

関 係 証 ひ ょ う （ 請 求 書 ， 領 収 証 書 等 ） と 突 合 検 証 を 行 っ た と

こ ろ ， 次 に 掲 げ る と お り ， 一 部 の 支 出 が 経 費 の 積 算 か ら 漏 れ

て し ま っ て い る も の な ど ， 誤 っ た 処 理 が 監 査 実 施 時 点 に お い

て も そ の ま ま 放 置 さ れ て い る 事 例 が 複 数 発 見 さ れ た 。  

   

  ア  平 成 ２ ６ 年 １ 月 に 利 用 者 に 返 金 し た 南 柏 駅 東 口 第 一 ・ 第 二

駐 輪 場 に 係 る 利 用 料 金 に つ い て ， 収 支 状 況 に 記 載 さ れ た 額 が

実 際 に 返 金 を 行 っ た 経 理 担 当 者 が 作 成 し た 「 ご 利 用 者 様 へ の

返 金 対 応 明 細 」 に 記 載 さ れ た 額 よ り も 少 な か っ た た め 確 認 を

求 め た と こ ろ ， １ 件 の 計 上 漏 れ が 判 明 し た 。  

 

  イ  平 成 ２ ５ 年 ８ 月 分 の 水 道 代 に つ い て ， 収 支 状 況 に 記 載 さ れ

た 支 出 額 が 実 際 の 請 求 書 に お け る 支 出 額 を 足 し 合 わ せ た 額 よ

り も 少 な か っ た た め 確 認 を 求 め た と こ ろ ， １ 件 の 計 上 漏 れ が

判 明 し た 。  

 

  ウ  平 成 ２ ５ 年 度 中 の 通 信 運 搬 費 に つ い て ， 収 支 状 況 に 記 載 さ

れ た 支 出 額 が 個 別 の 回 線 ご と の 支 出 額 を 足 し 合 わ せ た 額 よ り

も 少 な か っ た た め 確 認 を 求 め た と こ ろ ， 北 柏 駅 南 口 第 一 駐 輪

場 に 設 置 し た １ 回 線 （ 電 話 ） に 係 る 通 信 料 金 が １ 年 分 計 上 漏

れ と な っ て い る こ と が 判 明 し た 。  

 

   こ れ ら は ， 確 認 体 制 の 不 備 が 招 い た 誤 り で あ る の で ， 早 急 に
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是 正 す る と と も に ， 今 後 は 内 部 統 制 が 十 分 機 能 す る よ う な 方

策 を 検 討 さ れ た い 。  

 

  指 摘 事 項 に つ い て は 以 上 の と お り で あ る 。 本 監 査 の 結 果 に 基 づ

き 措 置 を 講 じ ら れ た と き は ， そ の 旨 を 速 や か に 監 査 委 員 に 報 告 さ

れ た い 。  

  ま た ， 事 務 処 理 上 改 善 す べ き 軽 易 な 事 項 等 に つ い て は ， 監 査 の

期 間 中 に 口 頭 に よ り 注 意 ， 指 導 を 行 っ た と こ ろ で あ る が ， そ の 他

の 指 定 管 理 事 務 は 適 正 に 執 行 さ れ て い る も の と 認 め ら れ た 。  

  な お ， 指 摘 事 項 と す る に は 至 ら な い が ， 次 の い ず れ か に 該 当 す

る と 判 断 し た も の に つ い て ，「 注 意 事 項 」 と し て 別 紙 に 記 載 す る 。  

 (1) 妥 当 性 に 欠 け ， 改 善 を 要 す る も の  

 (2) 軽 易 な 又 は 定 型 的 な 誤 り で ， 速 や か に 改 善 が 可 能 な も の （ 監

査 実 施 ま で に 改 善 さ れ た も の を 含 む 。）  
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８  意 見  

  監 査 の 結 果 は 以 上 の と お り で あ る が ， 本 監 査 を 実 施 し た 中 で 特

に 表 明 す べ き と 認 め た 意 見 に つ い て ， 次 の と お り 付 記 す る 。  

 

   利 用 促 進 の た め の 方 策 に つ い て  

   指 定 駐 輪 場 の 利 用 状 況 に つ い て は ， １ ２ ペ ー ジ に も 記 し た と

お り ， 指 定 管 理 業 務 の 開 始 以 来 ， 定 期 利 用 ， 一 時 利 用 い ず れ に

お い て も 利 用 台 数 並 び に 利 用 料 金 収 入 が 頭 打 ち と な っ て お り ，

依 然 と し て 改 善 傾 向 を 見 出 し 難 い 状 況 に あ る も の と 言 わ ざ る を

得 な い 。  

   生 産 年 齢 人 口 の 減 少 ， 近 隣 駐 輪 場 と の 競 合 な ど に よ り ， 指 定

駐 輪 場 を 取 り 巻 く 経 営 環 境 に つ い て は ， 今 後 も 厳 し い 傾 向 が 続

く も の と 考 え ら れ る 。 そ の よ う な 中 に あ っ て は ， 安 定 的 に 利 用

者 を 確 保 し ， 利 用 台 数 及 び 利 用 料 金 収 入 の 増 加 に つ な げ て い く

た め の 効 果 的 な 対 策 の 必 要 性 は ま す ま す 高 ま り つ つ あ る も の と

考 え る 。  

   今 後 は 利 用 の 低 迷 を も た ら し て い る 諸 要 因 に つ い て よ り 具 体

的 か つ 詳 細 な 分 析 を 行 い ， よ り 効 果 的 に 状 況 の 打 開 に つ な げ る

こ と の で き る 施 策 が 講 じ ら れ る こ と を 望 む も の で あ る 。  



別紙１ 平成２６年度財政援助団体等監査（指定駐輪場） 注意事項一覧 

 

１ 主管課が行う立入検査について 

 管理業務仕様書上，本市が公の施設の設置者としての責任を果たすために行うものと

されている立入検査について，おおむね月に１回程度，駐輪場の利用状況，係員の就業

態度，設備の確認等を主眼として実施しているものの，検査内容についての復命がなさ

れていなかったもの。 

 

２ 収支改善に向けた具体的な改善目標の策定について 

 管理業務仕様書上，指定管理者から提出された事業報告書等に基づき主管課が行うも

のとされている事業評価について，主管課が作成した「平成２５年度【指定管理者】事

業概要報告書兼運営結果確認シート」を確認したところ，管理に係る経費の縮減に向け

て行ったモニタリングの結果が「効果的かつ効率的で適正な人員体制を構築していくこ

とで人件費を削減」など，漠然とした具体性に乏しい記載に終始していたもの。 

 

３ 「機器点検チェックリスト」について 

 事業計画書２８ページ「品質管理，自主モニタリングについて」において，日々の指

定管理業務に係る品質を維持するために，「機器点検チェックリスト」なる文書を用い

て駐輪場附帯設備の点検を実施する旨をうたっていたが，現場における実施状況を確認

したところ，実際には「チェックリスト」は用いられておらず，職員への担当業務の指

示書において点検すべき機器を指定するにとどまっていたもの。 
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